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１ ― 会議録署名議員の指名 
 

２ ― 会期の決定 
 

３ ― 議長報告 
 

４ ― 行政報告 
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平成２９年第１回長与町議会定例会会期日程 
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月 日 曜 時  間 区 分 備       考 

３ 

７ 火 ９：３０ 本会議 

議長報告、行政報告、施政方針説明 

議案上程（提案理由説明） 

  （全員協議会） 

８ 水 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）吉岡議員 ・ 饗庭議員 
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１６ 木 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１７ 金 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１８ 土 ― 休 会  
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２０ 月 ― 休 会  
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◎一般質問通告一覧（平成２９年第１回長与町議会定例会）    平成２９年３月 
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日 

午 
 

前 

吉 岡  清 彦   議 員 

① 職員増が町民に与える影響について 

② 資源化物拠点回収事業の条例化を図れ について 

③ 公園の整備について 

饗 庭  敦 子   議 員 

① 公共施設等の料金改定について 
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午 
 

後 

安 部    都   議 員 

① 障がい福祉と人権教育行政について 

分 部  和 弘   議 員 

① 町長が思う町づくりについて 

金 子   恵    議 員 

① 高齢者福祉政策について 

② 姉妹都市の考え方について 

９ 
 
 
 

日 

午 
 

前 

浦 川  圭 一   議 員 

① 本町内に存する長崎市道のとりあつかいについて 

② 過去の一般質問における答弁のその後の経過について 
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① 社会的弱者への支援について 

午 
 

後 

西 岡  克 之   議 員 

① 本町の福祉政策について 

② 本町の商業振興策について 

河 野  龍 二   議 員 
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中 村  美 穂   議 員 

① 長与南小学校給食共同調理場の職場環境について 

② 町の情報発信について 

１０ 

日 

午 

前 

堤    理 志   議 員 

① 子育てしやすいまちづくりについて 

② 入浴補助券の拡充について 

③ 住宅団地の住環境の課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○議長（内村博法議員） 

皆さんおはようございます。ただいまから平成２９年第１回長与町議会定例会を開会

いたします。これから本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２７

条の規定により、５番、饗庭敦子議員、６番、安藤克彦議員を指名いたします。 

次に、日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月２４日までの１８日間にしたいと思

います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって会期は、本日から３月２４日までの１８日間に決定いたしました。 

次に、日程第３、議長報告を行います。 

議長報告でありますが、お手元に配付したとおりであります。 

次に、請願、陳情文書表について申し上げます。会議規則第９１条並びに第９２条の

規定により、請願第１号につきましては総務文教常任委員会に付託いたしましたので、

ご報告いたします。なお、陳情につきましては参考配付といたします。 

これで議長報告を終わります。 

次に日程第４、行政報告を行います。行政報告の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さんおはようございます。春の蕾もほころぶ季節となりまして、議員各位におかれ

ましては、ご健勝のこととお喜びを申し上げるところでございます。平成２９年第１回

長与町議会定例会をお願いいたしましたところ、大変ご多用の中に御出席を賜り厚く御

礼を申し上げます。本日から開会をしていただくわけでございますけれども、本議会に

おきましても新年度の当初予算をはじめ多くの議案をお願いいたしております。 

長期間になるかと思いますけれども、どうぞよろしくご審議をいただき、ご決定をい

ただきますようお願いを申し上げます。 

それでは平成２８年１２月から平成２９年２月にかけましての行政報告をさせていた

だきます。お手元に資料を配付させていただいておりますので主要な部分だけご報告を

させていただきます。１２月１日に民生委員児童委員委嘱状伝達式を執り行いました。

今回、任期満了に伴い２２名の委員の皆様がご退任されております。これまでのご尽力

に対しまして心から感謝を申し上げる次第でございます。２７日には長崎広域連携推進

協議会が開催され、長崎市と長与町及び時津町において長崎広域連携中枢都市圏連携協

約を締結をしております。連携協約の締結により２月９日には長崎連携中枢都市圏ビジ

ョン会議が開催され、今後、各市町が連携して推進する具体的な取組など連携中枢都市

圏ビジョンの策定について協議を行っております。 



１月に入りまして、８日に長与町成人式を執り行い、本町では５９４人が晴れて成人

の仲間入りをしております。翌９日には長与町消防出初式を執り行い議員各位におかれ

ましては両日ともに多くのご出席をいただき心より感謝申し上げる次第でございます。

１４日には国土交通省から都市局市街地整備課長が来町され、西高田線と高田南土地区

画整理事業の現地を視察していただき事業の概要や進捗状況について説明を行っており

ます。これらの事業の早期完成及び財源確保へ向け２７日には九州地方整備局へ、２月

１０日には国土交通省への要望を行ってまいりました。１７日の長与町高齢者等見守り

ネットワーク事業に関する協定締結式におきましては、生活共同組合ララコープ様及び

町内にある４郵便局様と高齢者等の見守りについての協定を締結しております。これは

誰もが住みなれた地域で安心して生活できるように、町と地域住民、関係機関が共同で

行うもので、宅配など日ごろの業務の範囲の中におきまして気付いた異変を連絡してい

ただき対応するものとなっております。１８日に行われたほっとミーティングでは老人

クラブ連合会の皆様と意見交換を行い、老人会の魅力についてのＰＲや４月からの公共

施設使用料の改定についてなど貴重なご意見を拝聴しております。 

２月に入りまして、１５日に子ども子育て会議を開催し、子供の保護者や子育て支援

関係者など専門職の方を交えて、長与町子ども・子育て支援事業計画の点検、評価並び

に見直しを行っております。２３日には今回で２回目となる総合教育会議を開催し、会

議では平成２９年度の教育政策について教育委員会と意見交換を行っております。 

また、１２月議会で議決いただきました各公共施設使用料の一部改正につきましては、

先日、開催いただきました全員協議会の中でご報告申し上げましたとおり利用者団体へ

の説明も終了し、子供たちや高齢者などの負担を抑え町民の皆様が利用しやすい減免の

詳細について整備したところでございます。 

以上が１２月から２月にかけましての行政報告でございます。その他、お手元に配付

のとおり多くの会議、事業があっております。次に載せております５,０００万円未満

の入札結果とあわせましてご参照いただければと存じます。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

次に、日程第５、施政方針の説明を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

本定例会におきまして、平成２９年度当初予算をはじめ各種の議案審議をお願いする

にあたり、今後の町政運営に対する所信の一端を申し上げ、議員各位をはじめ町民皆様

のご理解とご協力を賜りたいと存じます。現状を放置すれば４分の１以上の地方都市が

消滅する可能性があるとされる我が国の危機的な人口減少と地域経済縮小に適切に対応

し、将来にわたって活力ある日本社会を維持するため、国と地方が一体となり、東京へ

の人口一極集中の解消と出生率向上を主眼とした、まち・ひと・しごと創生を強力に推

進していることはご案内のとおりでございます。さらに国はデフレ脱却と経済の好循環



を確実なものにするため、観光立国、国土強靱化、女性の活躍、働き方改革などの施策

をあわせて推進しているところでございます。先の第１９３回国会における経済演説で

は、これまでに名目ＧＤＰ、実質ＧＤＰ、雇用者数、失業率、賃上げの状況等、いずれ

の指標も大きく改善し景気は緩やかな回復基調にあるとし、デフレではない状況を作り

出したとの言及もあっておりますが、地方にその実感は乏しく東京圏と他の地域で稼ぐ

力の差が生じているとも指摘されています。加えて、東京圏への転入超過が４年連続で

増加するなど、東京への人口一極集中はむしろ加速しており、地方が相変わらず厳しい

状況に置かれる中で、真に実効性があるまち・ひと・しごと創生の取組が求められてお

ります。長崎県の状況を見ても、平成２８年の１年間に全国８番目となる５,５７３人

の転出超過、依然として大幅な人口減少が続いております。 

幸い本町の人口は横ばいで推移していますけれども、進学、就職の年齢層が大幅な転

出超過にあるという地方特有の構造的な問題を抱えており、将来的に一定規模の人口を

維持し、持続可能で活気ある地域社会を維持していくためには、本町の強みを最大限活

かした付加価値の高いまちづくりが重要であることは言うまでもございません。 

本町の子育て、教育環境や自然環境と都市機能が調和した暮らしやすさは、内外で高

く評価されておりますので、その強みに一層磨きをかけ、出生率の向上と子育て世代を

中心とした定住者の増加を目指してまいります。 

私は、これまで一貫して幸福度日本一のまちづくりを標榜してまいりました。それは

取りも直さず町民の皆様に本町で結婚、出産、子育てをし、豊かで充実した社会生活を

送り、最後の瞬間まで住み慣れた地域で穏やかな老後を過ごしていただきたい。また町

外からも本町に移り住み、そういった地域づくりの仲間に加わっていただきたい、そう

いう思いでございます。そういった人に優しい成熟したまちを創るための処方箋として

策定したものが、国の総合戦略に呼応した本町のまち・ひと・しごと創生総合戦略及び

当該戦略を包含する第９次総合計画でございまして、両者を一体的に推進することとし

ております。いずれも策定後２年目に入り、その進捗と実効性が問われる段階となって

おります。中でも全庁的な取組である公共施設等総合管理計画、長崎広域連携中枢都市

圏ビジョン、地域公共交通網改善計画、地域包括ケアシステムにつきましては、計画策

定、体制整備等を終え実施段階へ移りつつありますが、いずれも将来の長与町を左右す

る重要な取組でもあり、町民の皆様をはじめ、各種機関、団体、関係自治体との効果的

な連携、協働に努めつつ、その効率的、効果的な実施に注力してまいります。 

その他、各所管における各種の事務事業につきましても、数値目標やＫＰＩを含む所

期の目的を達成すべく総合的かつ着実な推進を図り、引き続き幸福度日本一のまちを目

指してまいります。 

続きまして、財政運営に関する諸課題でございます。平成２９年度予算編成に関して、

国は前述のとおり雇用、所得環境が着実に改善し、経済の好循環が生まれているとしな

がらも、財政健全化に向け歳出全般にわたり聖域なき徹底した見直しを推進するとし、



地方にも同様の姿勢を求めております。長崎県におきましても、近年の社会保障関係費

の増大や地方交付税の抑制により厳しい財政運営を強いられていることから、分野を問

わぬ踏み込んだ検討を実施し、切れ目のない行財政改革を推進するとしております。 

本町も同様に、社会保障関係費の大幅な伸びと減少傾向にある地方交付税、さらに現

在進行中の大型事業により厳しい財政運営を強いられています。加えてベッドタウンで

ある本町の特性から将来的に税収の大幅な減少が避けられないことを踏まえますと、基

金残高や起債残高、健全化判断比率等に十分留意しながら将来にわたって財政の健全性

を維持して行くことが非常に重要でございます。こうしたことから平成２９年度予算編

成につきましては、一部経常経費等へのシーリング導入や各種補助金の見直し、資機材

調達手法の再検討など、これまで以上に厳しい姿勢にて経費節減に努めたところでござ

います。今議会にてご審議いただく平成２９年度一般会計当初予算の規模は１２２億１

３０万円、骨格予算であった平成２８年度比で０．８％の増、平成２７年度比では３．

９％増という状況でございます。予算の執行にあたりましては費用対効果を常に念頭に

置き、効率的かつ成果を重視した行財政運営に努めてまいます。さらに、補助金の見直

しや高田南土地区画整理事業へのＰＦＩ手法の導入可能性につきましても引き続き検討

をしてまいります。 

それでは、平成２９年度における重点施策、主要事業等につきまして、所管ごとにご

説明いたします。 

まず総務部でございます。平成２８年度は町民ニーズや行政課題に柔軟かつ迅速に対

応でき、町民にとって明確かつ利便性の高い組織機構とするため、組織機構の見直しを

実施し、また第４次長与町行政改革大綱に基づく実施計画を策定いたしまして、効率的

な行財政運営に努めてまいりました。平成２９年度におきましても、引き続き第４次長

与町行政改革大綱実施計画に基づいた行政改革の遂行、また業務改善活動にも取り組み

ながら、事務の効率化、経費の節減、事業の充実、住民サービスの向上を目指し、効率

的、効果的な行政運営に努め、一層の行政改革を推進してまいります。その他、人事評

価制度や職員研修制度などを活かした職員の意識改革、資質向上のための人材育成や時

間外勤務の状況や業務量の変化に応じた人員配置を継続して行うことで事務事業を処理

し得る組織編成を図ってまいります。 

情報管理部門におきましては、安定的な電算システムの運用管理を図るとともに行政

事務の効率化を進め、さらなる住民サービスの向上を進めてまいります。また社会保

障・税番号制度における情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携が平成２９

年７月から開始されることに伴い、情報照会などにかかる業務運用が円滑にできますよ

う関係所管課への情報連携支援を行ってまいります。 

消防防災事業では、消防団を核とした地域防災力の充実強化を図るため、活動の拠点

である消防格納庫の建て替えを行うとともに、消防装備の改善や団員の処遇改善を図っ

てまいります。また、被雇用者団員の増加に伴い、消防団員を雇用する事業所の消防へ



の理解と協力を得ることが不可欠となっているため、消防団協力事業所表示制度の普及

を行いながら団員確保を図ります。 

さらに、安全安心な暮らしを支える最も身近な住民組織である自治会や各地区コミュ

ニティの活動を引き続き支援するとともに、活動に対する理解の醸成と、加入、参加の

促進を図るため、広報誌やホームページ等の各種媒体を活用した情報発信に努めてまい

ります。交通安全対策事業では、交通安全思想の普及、浸透を図るため、季節ごとの交

通安全町内パレードを実施しながら、交通安全教育や参加体験型講習会などを開催し交

通安全意識の啓発及び交通マナーの向上に努めるとともに、引き続き高齢者運転免許証

自主返納奨励事業を通して高齢者運転による交通事故の減少に努めてまいります。また、

防犯対策事業として警察や防犯協会をはじめ、自治会や地域コミュニティなどの関係機

関、団体と連携して犯罪を未然に防ぐまちづくりに努めます。なお、夜間における防犯

環境を整備するとともに、消費電力削減により財政負担を軽減するため、防犯灯をＬＥ

Ｄへ交換する事業を引き続き実施いたします。 

次に、企画財政部でございます。まず、現下の本町のまちづくりの基盤である長与町

第９次総合計画及び長与町まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、数値目標

やＫＰＩを意識した実効性のある事務事業評価及び施策評価を実施するなど、所管各課

との連携により適切な進行管理に努め、一層のＰＤＣＡサイクルの定着と両計画の一体

的かつ効果的な推進を図ります。また、平成２８年度に策定を終える長与町公共施設等

総合管理計画におきましては、施設に関する情報を一元的に管理するデータベースの整

備と庁内体制の構築を進めるとともに、主要施設の劣化状況調査を実施し、将来の施設

の方向性について検討を進めてまいります。さらに新たな公共交通システムに関しまし

ては、平成２８年度に策定を終える長与町地域交通網改善計画に沿って、運行形態、ル

ート、ダイヤ、料金、委託事業者など具体的な検討と各種の調整、地域公共交通会議で

の議論を経て、その一部の年度内の試験運行を目指します。平成２８年１２月に連携協

約締結を終えました長崎市、時津町との１市２町による連携中枢都市圏形成につきまし

ては、今月中に長崎連携中枢都市圏ビジョンが策定され、以降、連携協約と都市圏ビジ

ョンの実現に向けた所管同士の具体的な協議が始まることとなっております。適切な役

割分担による効率的、効果的な事業構築に加え、新たな領域での連携の可能性について

も検討してまいります。財政運営につきましては、まちづくりの指針である長与町第９

次総合計画に係る施策を展開する一方、健全で持続可能な財政運営が求められていると

ころでございます。その実現には、国同様、財政の質の改善を図り、政策効果が乏しい

歳出を政策効果の高い歳出に転換することが求められており、事務事業評価による事業

の必要性、緊急性の見極め、併せて限られた財源のなかで最大の効果を上げることが必

要となります。また、今後も増加の一途をたどると予想される社会保障関連経費、現在

進行中の高田南土地区画整理事業、西高田線街路事業等大型事業に係る経費、公共施設

の整備更新、維持管理経費等により、将来的に厳しい財政運営を強いられるであろうこ



とから、経費の削減に留まらず、新たな財源の確保も併せて検討を要するものでござい

ます。このような状況のなかで、事業の優先順位を的確に判断するとともに各種財政指

標の動向に留意しながら、健全財政の堅持に努めてまいります。課税事務につきまして

は、町税が本町の歳入の根幹をなすことから、課税客体の的確な把握と適正かつ公平な

課税に努めてまいります。収納推進業務におきましては、平成２８年度より債権徴収業

務の効率化を図るため各債権の一元化を図ったところでございます。加えて、収納管理

システムの改修を終えたことで債権回収体制が整いましたので、さらなる債権回収に努

めてまいります。また、滞納者の生活改善対策といたしまして、ファイナンシャルプラ

ンニング事業を取り入れ、生活改善による安定的な納税につなげてまいります。 

続きましては住民福祉部でございます。少子高齢化社会の中におきまして、住民の皆

様方の福祉と子育てと環境を守り、皆様方の生活と密接なつながりを持つ業務であるこ

とを自覚し、親しまれ利用しやすい対応を第一に考え町民サービスの向上に努めてまい

ります。住民窓口では、行政の基盤となる住民基本台帳、戸籍及びマイナンバー情報な

どの厳格な管理運用を行い、信頼されるサービスの提供を行います。環境分野につきま

しては、将来にわたり町民が安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境

の確保が必要です。そのため、環境の保全と創造に関する基本的、総合的な施策を実施、

推進するとともに、町民及び事業者の自発的な活動の支援や町との協働の活動を推進し

てまいります。また、循環型社会の構築、低炭素社会の形成を目指して、現在のみなら

ず次世代に引き継ぐためにも更なる資源のリサイクルの啓発、促進を図るとともに、ご

みの減量化、地球温暖化防止対策などの施策を推進してまいります。施設につきまして

は、ごみ焼却施設であるクリーンパーク長与とリサイクル施設の時津クリーンセンター

が循環型社会形成に向けた拠点施設として稼働しているところでございます。これらの

施設を中心とした減量化、再資源化、再利用などについて推進していくとともに、焼却

施設関連の板の浦公園整備工事に着手いたします。さらに粗大ごみを容易に出せない

方々への対策として、平成２９年度から粗大ごみ有料戸別収集を実施いたしたく、必要

な条例改正案を今定例会に提案いたしております。ごみの減量化につきましては、生ご

み減量、適正な分別の周知徹底を行い、保健環境連合会及び環境サポーターとの連携を

密にして、より一層の推進を図ってまいります。資源化物の拠点回収につきましては、

循環型社会形成、地球温暖化防止の観点からこれまで同様、保健環境連合会をはじめと

する町民皆様方のご協力を頂き実施してまいります。また、環境問題の啓発及びリサイ

クルの推進を図るため、町内で回収されました牛乳パックを再生利用した啓発用トイレ

ットペーパーを作成し、町内小中学校等の公共施設での使用及び各種イベントでの配布

を行い、更なるリサイクル意識の啓発に努めてまいります。 

次に、子育て支援につきましては、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援と個別

ニーズに対応したサービスの提供に努めるため、利用者支援事業の母子保健型に加えて

基本型も実施し、子育て世代包括支援センターの拡充を図ります。さらにセンターを核



とした子育て支援関係者の連携に努め、ネットワークの機能強化に取り組みます。また、

保育所並びに放課後児童クラブの整備に取り組み、保育環境改善と受け皿の確保に努め

ます。地域福祉につきましては、子どもから高齢者まで誰もが住み慣れた地域で安心し

て暮らしていけるよう、見守りネットワーク事業の充実を図ります。また、避難行動要

支援者管理システムを導入し、支援者名簿の適切な管理と個別計画策定に向けての準備

を図ってまいります。障害者福祉施策につきましては、誰もが社会を構成する一員とし

て社会参加ができるよう、自立支援並びに地域生活支援事業の推進に努めてまいります。 

続きまして健康保険部でございます。健康づくりにつきましては、第２次健康ながよ

２１、健康づくり計画に基づき、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目標に取組を進め

てまいります。健康づくりの第一歩は、健診を受診し、自分自身の健康状態を知ってい

ただくところから始まります。受診率向上に努めるとともに、健診結果によって、かか

りつけ医への受診勧奨や生活習慣改善など、一人ひとりの生活に合った支援を行ってま

いります。その他、健康まつりや健康教室、健康相談などを通して正しい知識の普及や

実践方法を習得する機会を提供し、健康づくりが容易にできる環境づくりを行ってまい

ります。また、個人の取組だけではなく、健康づくりに主体的に関わる住民の活動を支

援し、身近な地域でのさらなる健康づくりが広がるよう推進するに加え、健康のまち長

与の実現に向け、健康づくり運動を一大ムーブメントとして定着させるために効果的な

事業の調査、研究、制度設計を進めてまいります。国民健康保険事業につきましては、

高齢化の進展や医療の高度化により年々医療費が増加しており、平成２７年度は支出に

対して収入が大きく不足するという事態となりました。平成２８年度に税率改定をさせ

ていただき運営の健全化を図りましたが、依然厳しい状況が続いており、平成２９年度

も税率改定を実施させていただきます。医療費の抑制には被保険者の健康維持増進が不

可欠であることから、平成２７年度策定のデータヘルス計画に基づき効果的な保健事業

を実施し、医療費適正化に努めてまいります。また、徴収業務につきましては、これま

で以上にきめ細かい納付交渉や滞納処分など、厳格な収納対策を実施するなど収納率の

向上と公平な負担の確保に努めてまいります。 

次に介護保険事業でございます。全国的に増加傾向にある６５歳以上の高齢者数が本

町におきましても昨年１万人を突破し、おおよそ町民の４人に１人が６５歳以上の高齢

者となっており今後も増加傾向が伺えます。団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年

を見据え、可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことが出来るよ

う、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステム

の構築と併せて、介護が必要になっても住み慣れた地域で介護サービスを受けながら安

心して暮らせるまちづくりをめざす長与町版地域包括ケアシステムの実現に向けた取組

を進めてまいります。取組といたしましては、介護保険制度の円滑な実施や介護予防と

日常生活支援、生きがいづくりの推進に加え、次の３項目を重点的に進めてまいります。

まず１つ目に、医療介護連携の取組として昨年立ち上げました長与町在宅医療介護連携



推進協議会を開催し、現状の把握と課題の抽出をはじめ、切れ目のない在宅医療と在宅

介護の提供体制の構築を目指し協議を進めてまいります。次に２つ目としまして、認知

症施策の取組として、認知症の人ができる限り住み慣れた地域において自立した日常生

活を営むことが出来るよう、認知症の人やその家族を支援する認知症地域支援推進員を

配置し、地域の実情に応じて認知症ケアの向上を図り、地域、医療、介護サービスと連

携し効果的な支援が行われる体制の構築を行ってまいります。次に３つ目としまして、

生活支援の取組として、高齢者の自立支援に係る情報提供や支援を必要とする高齢者の

ニーズに対し、各種団体等が提供している多様なサービスとのマッチングなど、地域で

生活支援や介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネートを行う生活支援

コーディネーターを配置し、一体的な生活支援となるよう体制の整備を図ってまいりま

す。さらに長与町老人福祉計画・第６期介護保険事業計画を遂行しながら介護保険事業

の健全な運営を図るとともに、平成２９年度が当該計画の最終年度となるため平成３０

年度から３２年度までの次期計画、第７期介護保険事業計画の策定に着手をしてまいり

ます。 

続きまして建設産業部でございます。農業の振興につきましては、本町の特産品であ

る柑橘のブランドを高めるため品質向上対策や優良苗木への更新事業を本年度も継続し

て行ってまいります。さらに、安全安心な農産物の提供により地産地消を促進する農産

物直売所の充実に向け、野菜苗などの購入を補助する畑作物拡大事業や落葉果樹等苗木

購入補助など今後も農家の所得向上に繋げてまいります。また、農山村部での有害鳥獣

防止対策事業をはじめ、農地の耕作放棄地発生防止対策となる各種事業を展開してまい

ります。水産関係では、ヒラメ、ナマコなどの稚魚放流事業に加えまして、新たにカキ

養殖の産地育成を図る取組や広域による大村湾の再生活動など支援してまいります。次

に林業関係におきましては、県営事業による治山事業では嬉里郷の梶原地区や本川内郷

の本川内地区ならびに平成２９年度からは岡郷の佐敷川内地区も開始される予定であり

ます。今後も県当局の指導を仰ぎ山地防災の強化を図ってまいります。続きまして商工

観光関係でございますが、新たに創業塾の開催など起業しやすい環境づくりに取り組む

とともに、今年開店される大型商業施設との共存共栄など、町内事業者の経営安定と販

売力向上に向け、引き続き商工会と連携を図りながら各種支援事業を展開してまいりま

す。その他、交流人口の拡大を図る長与シーサイドマルシェでは、大村湾沿いの長与シ

ーサイドストリートと合わせ、今後も実行委員会と連携し町内外からの多くの来場者で

賑わうイベントとして交流人口の増加と町の活性化に繋げてまいります。また、ふるさ

と長与応援寄附金事業では、寄附申し込みポータルサイトの拡大ならびに返礼品等の充

実により、今年も全国の皆様方に応援していただけるよう努めてまいります。次に建設

関係ですが、町道に架設されている橋梁を長寿命化修繕計画に基づき年次ごとに修繕を

行いコスト縮減に努めてまいります。また、町道の維持管理につきましても計画的に舗

装の補修、打ち替えを行ってまいります。安全で快適な地域社会事業につきましては、



安心安全な利用を行うために、経年劣化による法面等の補修を行ってまいります。町営

住宅につきましては、長寿命化計画に基づき年次ごとに詳細点検、補修設計を行い、早

期の修繕によるコスト削減に努めてまいります。中尾城公園をはじめとする公園等につ

きましては、憩い、安らぎの場として、より一層の維持管理に努めてまいります。県が

現在施工している吉無田三根線の道路整備事業につきましては、早期完成に向け引き続

き県への働きかけを行ってまいります。都市計画道路西高田線につきましては、フォー

レツインキャッスル出口付近から高田踏切までの拡幅区間の調査設計を行い、早期完成

を念頭に事業を進めてまいります。高田南土地区画整理事業につきましては、事業の長

期化により地権者の方々には大変ご迷惑をおかけしておりますが、早期完成に向け努力

をしてまいります。 

続きまして教育委員会でございます。心を育む教育と文化の創造に向け、次のような

内容に取り組んでまいります。まず教育環境の充実といたしまして、洗切小学校体育館

の屋根を改修し、防水対策と天井照明をＬＥＤ照明に取り替えることにより省エネ、長

寿命化を図るとともに、避難所としての防災機能強化を図り、安全安心な学校施設の環

境整備に努めます。また、給食共同調理場のスチームコンベクションオーブンの取り替

えを行い、幅広い調理が可能となることで栄養の改善及び健康の増進を図ってまいりま

す。次にＩＣＴ教育の推進につきましては、思考力、判断力、表現力を養い、空間的な

イメージの把握や調査活動の記録や発表、生徒間の情報共有、共同学習を行い、魅力的

な授業を展開することにより、学習意欲を高め学力向上へとつなげてまいります。その

他新規事業といたしまして、英語力の定着と向上を目的にＡＬＴ外国語指導助手の増員

を図り、ＡＬＴと近隣大学の留学生を指導者に、外国人と英語で交流するコミュニケー

ション活動の場を提供し、英語学習に対する関心、意欲の向上を図るイングリッシュア

ドベンチャー事業を展開し、急速に進展しているグローバル化の世界に対応できる人材

の育成を進めてまいります。生涯学習では引き続き、親子のふれあい、子育て支援とし

てのブックスタート事業を推進するとともに、図書館ネットワークの構築を図り、各公

民館における図書等の貸出サービスの向上に努め、各種講座等を開催し情報発信の充実

を図ります。また、すなおで元気な長与っ子を育むための家庭教育１０か条の啓発。人

のぬくもりと心の豊かさが実感できるまちづくりをめざす人権教育啓発資料、ながよ人

権１２か月を活用し、人権意識の高揚を図るとともに人権教育を推進してまいります。

なお、町民文化ホールをはじめとする文化施設の適正な維持管理を図り、優れた文化、

芸術を鑑賞する環境整備に努めます。スポーツ振興でございますが、子育て支援体制の

充実を図るため、子どもの遊び場づくりとして総合公園内に幼児から低学年を対象とし

た遊具の整備を行ってまいります。また、上長与体育館の屋根改良工事を実施し、防水

対策を図るとともに、町民の方のニーズが高い長与シーサイドパークフットサルコート

にナイター施設の整備を行い、多くの方にスポーツを楽しみながら健康づくりや仲間づ

くりができる場を提供してまいります。さらに幅広い年齢層の様々な目的にあった生涯



スポーツの普及振興に取り組み、町民に気軽に参加していただき、生きがいや健康づく

りの意識の高揚を図ってまいります。昨年１２月の定例議会におきまして負担の公平性、

資源配分の適正化、租税負担の減少及び自主財源の確保の観点から受益者負担の原則を

基本にし、公共施設の使用料を改定させていただきました。今後は管理運営体制の充実

を図り、既存施設の有効活用や老朽化に伴う施設及び設備の計画的な改修、サービス向

上に努めてまいります。 

続きまして水道局関係でございます。水道事業、下水道事業ともに中長期計画等に基

づいた事業を行うことで、将来にわたり健全な経営の下に安定的な事業を行ってまいり

たいと考えております。水道事業は、町民の快適な生活を維持するための重要なライフ

ラインの１つとして、安全で良質な水を安定供給することを最大の使命として取り組ん

でおります。平成２９年度におきましては、中長期計画による老朽化した施設の更新及

び配水管等の布設替えを行い、計画的な耐震化を図ってまいります。また、水源拡充対

策を実施し、効率的な施設利用及び水源確保に努めるとともに、水質管理及び漏水対策

につきましても充実を図り、適切な維持管理に努めてまいります。下水道事業は、町民

の快適な生活環境を保持すると同時に、大村湾の水質保全に寄与することが求められて

おります。平成２９年度におきましては、高田南土地区画整理事業の工事進捗に併せて

整備を推進してまいります。また、長寿命化計画により耐震化対策を含めた施設の改築、

更新事業を計画的に行うとともに、汚水管渠の清掃、マンホールポンプ場の点検及び修

繕、並びに浄化センターの運転管理による放流水の水質保全などの維持管理に努めてま

いります。 

大変長くなりましたけれども、以上が平成２９年度の町政運営に対する基本的姿勢及

び重点施策、主要事業等でございます。組織一丸となりまして幸福度日本一のまちづく

りに邁進してまいります。議会をはじめ、町民皆様のご理解とご協力を賜りますよう、

重ねてお願い申し上げたいと思っております。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

以上で施政方針を終わります。議題に入るに先立ち、お手元に配付されました資料に

ついて、正誤表差し替えの説明の申し出があっておりますので許可いたします。 

総務課長。 

○総務課長（山本昭彦君） 

おはようございます。議員の皆様にお配りいたしました議案及び附属資料に誤りがご

ざいましたので、誠に申しわけございませんが差し替えをお願いいたします。差し替え

をお願いいたしますのは、議案第６号の長与町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例と、議案第１７号の附属資料、平成２９年度長与町一般会計予算に係る主要な施

策に関する説明書でございます。 

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（内村博法議員） 



次に、日程第６、議案第１号、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の減少について、日程第７、議案第２号、長与町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、日程第８、議案第

３号、長与町個人情報保護条例及び長与町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例、日程第９、議案第４号、職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例、日程第１０、議案第５号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、日程第１１、議案第６号、長与町職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第１２、議案第７号、長与町社会福祉

法人の助成に関する条例の一部を改正する条例、日程第１３、議案第８号、長与町廃棄

物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例、日程第１４、議案第９号、長与

町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、日程第１５、議案第１０号、

長与町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、日程第１６、

議案第１１号、和解及び損害賠償の額を定めることについて、日程第１７、議案第１２

号、和解及び損害賠償の額を定めることについてを一括議題といたします。ただいま一

括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

ただいま一括提案となりました議案第１号から第１２号につきまして、提案理由のご

説明を申し上げます。はじめに議案第１号、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。本議案は、南高

北部環境衛生組合が平成２９年３月３１日をもって解散し、長崎県市町村総合事務組合

から脱退することにより、本組合を組織する地方公共団体の数の減少と規約の変更につ

いて、議会の議決を求めるものでございます。規約の変更点につきましては、別表第１

及び別表第２から南高北部環境衛生組合の規定を削るもので、平成２９年４月１日から

施行するものでございます。なお、組合規約は例規集に非掲載のため、参考資料として

新旧対照表を添付しておりますのでご参照ください。 

次に、議案第２号、長与町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、この条例は地域における医

療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部施行

に伴う介護保険法の一部改正及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準に係る厚生労働省令が一部改正されたことに伴い、所要の改正を行うもの

でございます。改正の内容といたしましては、地域密着型通所介護の基本方針を第５条

の２に、指定療養通所介護の事業の基本方針を第５条の３とし、第５条の次にそれぞれ

の条文を追加するものであります。また、第１２条の見出し及び同条中、複合型サービ

スを看護小規模多機能型居宅介護に改めるものでございます。なお、附則といたしまし



て、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

次に、議案第３号、長与町個人情報保護条例及び長与町行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして、本条例はマイナンバーや特定

個人情報に関する管理、運用について定める、いわゆる番号法の一部改正が平成２９年

５月３０日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。主な改正

点についてでございますけれども、平成２９年７月から開始されます情報提供ネットワ

ークシステムによる情報連携におきまして、自治体が条例で独自に定めるマイナンバー

利用事務につきましても、新たに利用できる事務として追加されました。これによりま

して、番号法に条例に基づく独自利用事務に関する規定が新たに追加されることから、

番号法を引用する条例に条ずれが生じ、その引用条名を修正するものでございます。第

１条において長与町個人情報保護条例の改正を、第２条において長与町行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の改正を行うものです。本条例の施行期日につきまし

ては、法の施行日となります平成２９年５月３０日となります。 

次に、議案第４号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまし

て、今回の改正は地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、育児休業等の対

象となる子、再度の育児休業及び育児短時間勤務ができる特別の事情並びに部分休業の

承認の範囲を改めるほか、所要の規定整備を行うものでございます。改正内容といたし

ましては、第２条の２を加えることで、児童福祉法２７条第１項第３号の規定による養

育里親制度に基づき、養育委託された児童を育児休業の対象となる子として規定すると

ともに、第４条第２号及び第１１条第２号において、養育委託された児童を養育したこ

とで取り消された育児休業等について、その養育委託が解除された場合には取り消され

た育児休業又は育児短時間勤務を再度取得できる規定を新たに追加するものでございま

す。第１９条は部分休業から除外される範囲に関しまして、労働基準法第６７条で規定

される育児時間に新たに介護時間を規定するものであります。なお、附則でございます

が、施行日を平成２９年４月１日としております。 

次に、議案第５号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例につきまして、本議案は、介護保険、児童福祉及び英語教育の分野

における必要な職の人材確保を図るとともに、これに関係いたします箇所の整理を行う

ため、所要の改正を行うものでございます。介護保険の分野におきましては、高齢者に

なっても可能な限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、医

療･介護･予防･住まい･生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築に向

け、専門的な知識を有する人材の配置が必要であることから地域包括ケアコーディネー

ターを新たに加えるとともに、長与町地域包括支援センターに係る特別職など介護保険

課所管分を職務の内容により整理するものでございます。改正点についてでございます



が、介護保険専門員の報酬額を月額１６万５，０００円に改め、このうち認定調査の業

務に係る専門員につきましては介護保険認定調査員Ⅰという名称に改め、従来の認定調

査員につきましては介護保険認定調査員Ⅱという名称に改めております。次に、主任介

護支援専門員につきましては、報酬額を勤務時間の変更に応じ月額２０万５，６００円

に改めております。次に、介護支援専門員の項目につきましては、地域包括支援センタ

ーに配置する保健師や社会福祉士などの有資格者を包括支援センター専門員と名称を改

め、勤務形態に応じて報酬額を定めております。また、地域包括ケアコーディネーター

につきましては、生活支援体制整備事業及び認知症総合支援事業の業務に従事する職と

して報酬の額を月額２０万５，６００円といたしまして、新たに追加するものでござい

ます。児童福祉の分野におきましては、現在実施しております子ども子育て利用者支援

事業の母子保健型に加えて、地域の子育て支援事業の円滑な利用をコーディネートする

基本型を追加し、子育て世代包括支援センター拡充を図ります。本事業は保健師や助産

師、社会福祉士など専門知識を有する職員を配置するものと定められているため、本事

業に従事する者を子育て相談専門員と統一して呼称することとし、その報酬額を改める

ものでございます。英語教育の分野におきましては、語学指導等を行う外国青年招致事

業に基づく外国語指導助手を任用するに当たり、項目を新たに追加するものでございま

す。本町の英語力向上を図るものであり、報酬の額は本事業を主宰する自治体国際化協

会の定める任用規則に準拠しております。 

次に、議案第６号、長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまし

て、今回の改正は、地方公務員法の改正において人事評価制度を任用、給与、分限等あ

らゆる人事管理の基礎として活用する義務が規定されたことに伴い、国家公務員と同様

の人事運営を行う際に所要の改正を行うものです。改正内容といたしましては、第４条

第４項及び第５項において、５５歳以下の職員に対する昇給につきましては４号給を標

準とし、５５歳を超える職員の昇給に関しましては、勤務成績が特に良好である場合に

限り行うことを基本として、規則に定める基準に従い、評価結果に応じて昇給数を割り

振ることを規定しております。なお附則でございますが、施行日を平成２９年４月１日

としております。 

次に、議案第７号、長与町社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例に

つきまして、本条例の上位法である社会福祉法が改正されたことに伴うもので、第１条

中、第５６条第１項を第５８条第１項に改めるものでございます。施行期日については、

公布の日からとしております。 

次に、議案第８号、長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

につきまして、現在粗大ごみの回収に関しましては、年２回の拠点回収により無料回収

をいたしております。昨今、社会情勢の変化の中で多様な生活スタイルへの転換や核家

族化及び高齢化の進展などにより、粗大ごみの戸別収集への需要も高まっております。

こういった需要への対応と粗大ごみ排出者への負担の適正化を推進するため、粗大ごみ



の戸別有料収集を導入するものであり、それに伴い条文の整理を行うものでございます。

附則といたしまして、施行日については平成２９年７月１日といたしております。 

次に、議案第９号、長与町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

きまして、本議案につきましては、長与町上水道事業及び簡易水道事業における事業認

可の変更及び長与町下水道事業における事業計画の変更を行うに際し、所要の改正を行

うものでございます。改正内容といたしましては、第３条第２項第１号、第２号及び第

３号におきまして、水道の給水区域の変更を行い、同条第３項及び第４項におきまして、

計画給水人口及び計画１日最大給水量を改めるものでございます。また、同条第５項に

おきまして、下水道の排水区域の変更を行い、同条第６項及び第７項におきまして、排

水人口及び排水区域面積を改めるものでございます。なお、附則でございますが、施行

日を平成２９年４月１日としております。 

次に、議案第１０号、長与町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例につきまして、消防団員の報酬及び費用弁償は、従来より普通交付税の基準財

政需要額に措置された額を参考に決定いたしておりますが、消防団を中核とした地域防

災力の充実強化に関する法律で要請されている消防団員の処遇の改善を図るため、年間

報酬額を改定するものでございます。改正点といたしましては、団長報酬を１０万円か

ら１１万５，０００円に、副団長報酬を８万円から９万５，０００円に、分団長報酬を

５万１，０００円から６万５，０００円に、副分団長報酬を４万６，０００円から４万

８，０００円に、部長報酬を３万８，０００円から３万９，０００円に、班長報酬を３

万７，５００円から３万８，０００円に、団員報酬を３万６，５００円から３万７，０

００円に、それぞれ増額するものでございます。附則につきましては、条例の施行日を

平成２９年４月１日と定めるものでございます。 

続きまして、議案第１１号、和解及び損害賠償の額を定めることにつきまして、まず

説明に先立ちまして、今回の議案におきましては地方自治法第９６条第１項第１２号及

び第１３号の規定にあります、議会の議決が必要な和解に関すること、損害賠償の額を

定めることにつきまして遺漏がありましたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。

経緯につきましては、平成２８年第２回長与町議会定例会におきまして議決をいただき

ました、中尾城公園のスパイラルスライダーにおける和解及び損害賠償の議案を上程さ

せていただいた際、他の事故についても調査し、精査をしてまいりました。その上で議

決が必要な事案が判明いたしましたので、今回、上程させていただいた次第でございま

す。私どもの認識不足により、町道の破損や側溝蓋の跳ね上がりによる車両の損傷、公

用車の衝突事故などにおいては、予算計上しています総合賠償補償保険などの保険によ

り全て支払われるため、議決を経ずに慣例的に事務処理を行ってまいりました。今回、

議案に計上しております事案につきましては、文書の廃棄等により事案の概要が不明確

なものを除いた平成２４年度以降の事案を別紙として計上いたしました。なお、相手方

につきましては、損害を与えている点を考慮し、氏名をアルファベットで記載しており



ます。保険別に説明いたしますと、町が所有、使用、管理する施設の瑕疵や業務遂行に

起因する偶発的な事故等における損害に対応する総合賠償補償保険適用分が１０件、町

が管理、使用している公用車の対物賠償にかかる自動車共済適用分が１０件、下水道賠

償責任保険適用分が１件となります。年度別件数で言いますと、平成２４年度が３件、

平成２５年度が４件、平成２６年度が２件、平成２７年度が５件、平成２８年度は年度

途中ではございますが７件となり、全て保険により支払われておるところでございます。

今後は、このような不適切な事務処理が二度とおこらないよう、法令遵守を徹底し、再

発防止に努めてまいります。今回の議案につきましては、追認を求める議案という不適

切な提案となりましたことにつきまして、再度深くお詫び申し上げます。 

次に、議案第１２号、和解及び損害賠償の額を定めることにつきまして、本議案は、

窓口での対応が不十分だった事により、町が管理しております暗渠排水管を破損させた

事故に関しまして、損害賠償の相手方との間で和解及び損害賠償の額が合意いたしまし

たので、和解及び損害賠償の額を定めることについて地方自治法第９６条第１項第１２

号及び第１３号の規定により議会の議決をお願いするものであります。事故の概要は、

平成２８年４月２２日個人所有の吉無田郷地内の建設用地におきまして、暗渠排水管の

有無について確認を行った相手方に対し、町の不十分な対応により発生した事故であり、

敷地内に布設しておりました町が管理する暗渠排水管を破損させ、その侵出水により地

盤に影響を与えたため、その対策を行うための追加工事及び工事完成に遅延を生じさせ

たものであります。 

和解の内容は、町は相手方に対して、追加工事となった地盤改良、埋設物撤去工事費

として７５６万円、テナントとして入居予定である相手方の賃借人に対し発生した物件

引き渡しの遅延による損害賠償金９２万７，４０６円、総額８４８万７，４０６円を賠

償し、相手方は本件事故に係るその余の請求を放棄し、本件損害賠償の他、町と相手方

との間には一切の債権債務関係がないことを確認するものであります。 

以上が、提案内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

場内の時計で１０時４５分まで休憩いたします。 

（休憩 １０時３０分～１０時４５分） 

○議長（内村博法議員） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程第１８、議案第１３号、平成２８年度長与町一般会計補正予算(第５号)、日程第

１９、議案第１４号、平成２８年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）、

日程第２０、議案第１５号、平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）、日程第２１、議案第１６号、平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整

理事業特別会計補正予算（第４号）を一括議題といたします。 



ただいま一括議題としております議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

ただいま一括提案となりました議案第１３号から第１６号につきまして、提案理由の

ご説明を申し上げます。はじめに、議案第１３号、平成２８年度長与町一般会計補正予

算（第５号）につきまして、予算書の１ページをお願いいたします。今回の補正は、既

定の予算総額に歳入歳出それぞれ８２１万８千円を追加いたしまして、補正後の総額を 

１３０億６,３７６万円とするものでございます。補正の主な内容につきましては、２

ページからの第１表、歳入歳出予算補正によりご説明を申し上げます。歳入の１款町税

では、町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税及び都市計画税の現年課税分を増

額計上いたしております。８款地方特例交付金は交付額の決定により計上。９款地方交

付税は、交付額の予算未計上分を計上いたしました。１３款国庫支出金では、社会保

障・税番号システム改修費補助金を増額計上。また、道路橋りょう費補助金につきまし

ては、交付額の確定により減額計上いたしております。１４款県支出金では、長崎鳥獣

被害防止総合対策事業費補助金の減額。また、個人県民税徴収取扱費委託金、市町村権

限移譲等交付金などを実績見込みや交付予定額により増額計上いたしております。１５

款財産収入では、財政調整基金をはじめ、各基金の運用収入を増額計上いたしておりま

す。１６款寄附金では、社会福祉費寄附金１件、小学校費寄附金１件、社会教育費寄附

金１件、ふるさと長与応援寄附金１,５９２件のご寄附について計上させていただいて

おります。１７款繰入金では、財政調整基金、減債基金及び教育振興基金を減額計上い

たしております。１９款諸収入には、過年度長与・時津環境施設組合運営負担金清算金

などを増額計上いたしております。２０款町債では、事業費の減額に伴う充当起債の減

額分を計上いたしております。 

続いて、４ページからの歳出の主なものをご説明いたします。歳出では、育児休業者 

６名、病気休職者１名分の給料、職員手当、共済費及び未執行選挙における時間外勤務

手当などの人件費について減額補正いたしております。次に、職員人件費以外の補正に

つきまして、主なものをご説明いたします。１款議会費では費用弁償等の減額、２款総

務費では、長崎県派遣職員負担金の増額、電子計算機及び周辺機器等リース料の減額、

ふるさとづくり基金への積立金の計上、未執行による長与町長選挙費、長崎県南部海区

漁業調整委員会委員選挙費の減額。３款民生費では、長与町社会福祉協議会運営補助金

及び長与町後期高齢者医療特別会計繰出金を増額計上いたしております。４款衛生費で

は、長与・時津環境施設組合負担金及び下水道施設事業費負担金の増額。５款労働費で

は、働く婦人の家業務管理委託料を減額。６款農林水産業費では、農畜産物加工処理施

設解体工事費及びながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金の減額。７款商工費では、

信用保証料補給補助金の減額などを計上いたしました。土木費では、補助金の確定によ

る町道等維持補修工事費の減額。西彼中央土地開発公社が所有する土地の購入費を計上。



そして、工事費の確定による百合野児童公園整備工事費の減額などを計上いたしており

ます。５ページの９款消防費では、入札による防災行政無線デジタル化整備工事経費及

び小型動力ポンプ付積載車購入費の減額などを計上。１０款教育費では、教育振興基金

への積立金を計上。また、入札による町民文化ホールの管理経費及び町民文化ホール改

修工事費を減額計上いたしております。１２款公債費では、地方債に係る元金償還金及

び利子の最終見込みによる補正額を計上。１３款諸支出金では、土地開発基金への積立

金を計上いたしております。以上が歳入歳出予算補正の主な内容でございます。続いて

６ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費では、２款総務費３項戸籍住民基本

台帳費の個人番号カード交付事業費負担金以下７件につきまして、年度内の完了が困難

であると見込まれる繰越予定額をお願いいたしております。７ページをお願いいたしま

す。第３表、地方債補正では、市街地整備総合交付金事業以下３件については限度額の

変更をお願いいたしております。 

以上が補正の主な内容でございます。議案のあとに平成２８年度長与町一般会計補正

予算（第５号）に関する説明書を添付いたしておりますので、ご参照ください。 

続きまして、議案第１４号、平成２８年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出そ

れぞれ１億７,９１０万６千円を減額しまして、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４８億９,９４４万２千円とするものでございます。それでは、歳入につきまして説

明いたします。予算書の２ページをお開き下さい。３款国庫負担金１項国庫負担金は、

高額医療費共同事業拠出金の額の確定により、負担金の額も確定いたしましたので１６

万３千円を減額計上いたしております。なお、６款県負担金でも同額を計上いたしてお

ります。４款療養給付費交付金は、退職被保険者の医療費等にかかる交付金の額が確定

しましたので２,７２２万９千円を増額計上いたしております。７款共同事業交付金は、

高額医療費共同事業交付金及び保険財政共同安定化事業交付金の額確定により１億２,

４４９万９千円を減額計上いたしております。１１款諸収入３項雑入は、歳出の保険給

付費が減額されたことにより８,２４１万５千円を減額計上いたしております。 

歳出につきまして説明いたします。３ページをお開き下さい。１款総務費１項総務管

理費につきましては支出見込額により７０万円を増額計上いたしております。２款保険

給付費１項療養諸費につきましては支出見込額により１億３,４０５万７千円を減額計

上いたしております。７款共同事業拠出金につきましては、高額共同事業及び保険財政

共同安定化事業の拠出金の額が確定いたしましたので４,５７４万９千円の減額補正を

いたしております。以上が今回の補正の主な内容でございます。なお、説明資料といた

しまして平成２８年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）に関する説明書

を添付しておりますので、ご参照願います。 

続きまして、議案第１５号、平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳



出それぞれ６３８万８千円を増額しまして、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ４

億５,０５２万４千円とするものでございます。それでは、歳入につきまして説明をい

たします。予算書の２ページをお開き下さい。１款後期高齢者医療保険料は、歳入見込

額により５６２万３千円を増額計上いたしております。３款繰入金は、保険基盤安定繰

入金の額の確定により７６万５千円を増額計上いたしております。次に歳出につきまし

て説明いたします。３ページをお開き下さい。２款後期高齢者医療広域連合納付金は、

支出見込額により６３８万８千円を増額計上いたしております。以上が今回の補正の主

な内容でございます。なお、説明資料といたしまして平成２８年度長与町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）に関する説明書を添付しておりますのでご参照願います。 

次に、議案第１６号、平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会

計補正予算（第４号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正

は繰越明許費の計上を行うものでございます。続きまして２ページをお開きください。

繰越明許費として、高田南土地区画整理事業で４億６,８３６万７千円をお願いいたし

ております。主な内容につきましては、工事３件となっております。 

以上が今回の補正予算の主な内容でございます。ご審議の程、よろしくお願いいたし

ます。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

次に、日程第２２、議案第１７号、平成２９年度長与町一般会計予算、日程第２３、

議案第１８号、平成２９年度長与町駐車場事業特別会計予算、日程第２４、議案第１９

号、平成２９年度長与町国民健康保険特別会計予算、日程第２５、議案第２０号、平成

２９年度長与町後期高齢者医療特別会計予算、日程第２６、議案第２１号、平成２９年

度長与町介護保険特別会計予算、日程第２７、議案第２２号、平成２９年度長崎都市計

画事業長与町土地区画整理事業特別会計予算、日程第２８、議案第２３号、平成２９年

度長与町水道事業会計予算、日程第２９、議案第２４号、平成２９年度長与町下水道事

業会計予算を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としております議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

ただいま一括提案となりました議案第１７号から第２４号につきまして、提案理由の

ご説明を申し上げます。はじめに議案第１７号、平成２９年度長与町一般会計予算につ

きまして、予算書の１ページをお願いいたします。平成２９年度一般会計予算の総額を

１２２億１３０万円といたしております。この予算規模は平成２８年度に比べて９,４

５７万７千円、率にして約０.８％の増となっております。歳入歳出予算の款項の区分

及び当該区分ごとの金額は、２ページから７ページまでの第１表、歳入歳出予算に記載

しておりますが、その主なものをご説明いたします。 

歳入の１款町税は、４３億５,６８８万４千円を計上いたしました。前年度比８,９１



５万７千円の増額でございます。個人町民税と固定資産税の増額が主な要因でございま

す。２款地方譲与税から８款地方特例交付金までについては、平成２７年度決算額及び

平成２８年度の歳入状況を考慮し、合わせて２,７５０万円の増額で計上いたしました。

３ページの９款地方交付税と１０款交通安全対策特別交付金は前年度同額を計上いたし

ております。１１款分担金及び負担金では、児童福祉費負担金の保育料、清掃費負担金

の長与・時津環境施設組合派遣職員給与負担金など２億５,５４１万円を計上いたして

おります。前年度比２,１４６万４千円の増額でございます。１２款使用料及び手数料

では、児童福祉使用料、都市計画使用料、住宅使用料やごみ収集手数料など、合わせて

１億７,９６９万６千円を計上いたしました。前年度比９４７万円の増額でございます。

１３款国庫支出金は、保育所等整備交付金及び障害者自立支援給付費負担金、道路橋り

ょう費補助金など１７億８,６０８万５千円を計上いたしました。前年度比１億６,２９

７万１千円の減額でございます。これは、西高田線街路事業に係る活力創出基盤整備総

合交付金の減額が主な要因となっております。１４款県支出金は８億８,６０６万６千

円を計上いたしております。前年度比１億３６３万３千円の増額であります。内容は社

会福祉費負担金及び保育所運営費負担金の増額などが主な要因となっております。１５

款財産収入は１１３万３千円であります。１６款寄附金は、ふるさと長与応援寄附金を

２,０００万円と見込んで予算計上しております。４ページをお願いいたします。１７

款繰入金は１項特別会計繰入金のほか、２項基金繰入金につきましては、財源調整とし

ての財政調整基金及び減債基金からの繰入と特定目的基金からの繰入を合わせて９億１,

７６７万円を計上いたしております。前年度比２億４,３２２万６千円の増で財政調整

基金及び減債基金からの繰入を増額したことが主な要因でございます。１８款繰越金は

前年度と同額計上でございます。１９款諸収入では１億２,９７４万８千円を計上いた

しました。前年度比１,７１８万１千円の増額計上であります。２０款町債は１０億３,

２６０万円を計上いたしました。前年度比２億７,４００万円の減額となっております。 

次に５ページからの歳出につきまして、主な内容をご説明申し上げます。１款議会費

では１億３,８２４万２千円の計上で、前年度比４２万３千円の増額となっております。

２款総務費は１２億４,６６０万６千円で、前年度比１,７５１万６千円の増額となって

おります。１項総務管理費での公共施設劣化状況調査業務委託料及び２項徴税費でのふ

るさと納税関連経費の計上が主な要因でございます。３款民生費は４９億４,０３５万

３千円で、前年度比３億９,４３２万９千円の増額となっております。１項社会福祉費

の障害者福祉費及び国民健康保険費の増額、２項児童福祉費の児童福祉総務費及び児童

福祉運営費の増額が主な要因であります。４款衛生費は９億４,２０１万６千円の計上

で前年度比２,２８２万円の増額となっております。１項保健衛生費での感染症予防費

の増額が主な要因でございます。５款労働費は３,３４６万９千円で、前年度比１３１

万３千円の減額計上でございます。６款農林水産業費は１億９,９００万６千円で、前

年度比１,１９６万６千円の増額計上でございます。６ページをお願いいたします。７



款商工費は６,６４３万６千円で、前年度比１６６万円の増額計上でございます。８款

土木費は１７億６２１万４千円で、前年度比６,８６８万５千円の減額計上でございま

す。主な増減としては、２項道路橋りょう費での道路維持費の増及び５項都市計画費で

の土地区画整理費の増、そして西高田線街路事業費の減額によるものであります。９款

消防費は３億９,０１０万１千円で、前年度比３億４,１４４万７千円の減額計上をいた

しております。消防施設費での防災行政無線デジタル化事業の完了が減額の主な要因で

あります。１０款教育費は１１億１,５２９万３千円で、前年度比３,０４７万９千円の

減額計上となっております。主な増減としては、３項中学校費の屋内運動場整備工事及

び校舎整備工事が平成２８年度に完了し減額した一方、新たに２項小学校費において屋

内運動場整備工事及び校舎整備工事が増額したことによるものでございます。１１款災

害復旧費は１,２１０万円で、前年度と同額を計上いたしております。７ページの１２

款公債費は１３億９,１４６万３千円の計上で、前年度比８,７７８万７千円の増額計上

であります。１３款諸支出金及び１４款予備費は前年度と同額を計上しております。以

上が歳入歳出予算の主な内容でございます。８ページをお願いいたします。第２表、地

方債では地域活性化事業以下８件について、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及

び償還の方法を定めております。 

以上が当初予算の主な内容でございます。議案のあとに平成２９年度長与町一般会計

予算に関する説明書を添付いたしております。また、平成２９年度長与町一般会計予算

にかかる主要な施策に関する説明書につきましても併せてご参照ください。 

次に、議案第１８号、平成２９年度長与町駐車場事業特別会計予算につきまして、 

予算書の１ページをお開き願います。平成２９年度の駐車場事業特別会計の予算総額は、

歳入歳出それぞれ７０３万６千円とするものでございます。この予算額は前年度より１

０万４千円、１.５％の増額となっております。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区

分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算によります。第２条の一時借入金借り入れの最

高額は５００万円と定めております。それでは、歳入につきまして説明いたします。２

ページをお開き願います。歳入の主なものとしましては、１款使用料及び手数料１項使

用料７０３万３千円を計上しております。次に、歳出についてご説明いたします。３ペ

ージをお開き願います。１款総務費１項総務管理費は６７３万５千円を計上しておりま

すが、駐車場管理委託料が主なものございます。２項繰出金は存目としております。２

款予備費は３０万円を計上いたしております。なお、本予算の内容につきましては、予

算に関する説明書を添付しておりますので、ご参照願います。 

続きまして、議案第１９号、平成２９年度長与町国民健康保険特別会計予算につきま

して、予算書の１ページをお開き下さい。第１条は、予算の総額を歳入歳出それぞれ４

８億５,０４３万５千円と定めるものでございます。この予算額は前年度より２.９％の

減額となっております。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、

歳入歳出予算によります。第２条の一時借入金の借り入れの最高額は５億円と定めてお



ります。第３条は、歳出予算の流用に関する規定でございます。 

それでは、歳入からご説明いたします。予算書の２ページをお開き願います。１款 

国民健康保険税は前年度比６,４１７万８千円、７.５％の増額を見込み計上しておりま

す。これにつきましては、昨年の１２月議会でご承認をいただきました国保税の税率改

定に準じて算出した結果となっております。３款国庫支出金１項国庫負担金は、医療費

や後期高齢者支援金などの支出見込額により４.３％減の７億１,６３４万９千円を計上

しております。２項国庫補助金は、一般被保険者の医療費の支出見込額等により１２.

３％減の３億３,２４６万６千円を計上いたしております。４款療養給付費交付金は、

退職被保険者にかかる医療費や後期高齢者支援金等の支出に対して交付されるものです

が、平成２７年度から新規加入者への適用ができなくなったため対象者が大幅に減少し

ております。その為、前年比１１.６％減の４,２９９万６千円を計上いたしております。

５款前期高齢者交付金は、２７年度精算額を含め、前年度比４.０％減の１２億４,１９

９万２千円を計上いたしております。６款県支出金１項県負担金は高額医療費共同事業

負担金３,２７６万円と特定健康診査等負担金８１２万３千円の合計額で、同額を国庫

負担金にも計上いたしております。２項県補助金は保険給付費や特別調整交付金などの

見込みにより算定したもので、前年度比２１.２％減となっております。７款共同事業

交付金は前年比２.５％減で計上いたしております。一般被保険者の医療費の減少によ

り交付金対象医療費も減額するものと見込んでおります。９款繰入金１項他会計繰入金

は一般会計繰入金で、前年度比８.８％増を計上いたしております。３ページをお開き

下さい。１１款諸収入３項雑入は５.８％増を計上いたしております。 

次に、歳出について説明をいたします。４ペ－ジをお開き下さい。１款総務費は２３.

１％の増となっております。主なものとして、平成３０年度から始まる新たな国民健康

保険制度へ向けてシステムの改修を行うための委託料になっております。２款保険給付

費は前年度比７.２％の減となっております。こちらは、全体の被保険者数の減少及び

平成２８年度の保険給付費の支払い状況を加味して計上したものでございます。３款後

期高齢者支援金は前年度比０.１％の増で、平成２９年度概算分と平成２７年度精算分

を計上いたしております。４款前期高齢者納付金は２７年度精算額を含め１７４万２千

円で計上いたしております。６款介護納付金は前年度比３.４％の減となっております。

これも平成２９年度概算分と平成２７年度の精算分を計上いたしております。７款共同

事業拠出金は前年度比７.３％の増で、平成２５年度から平成２７年度の対象医療費を

県内の全保険者で按分して算出されております。４ページ下段から５ページにわたりま

すが、８款保健事業費１項特定健康診査等事業費は前年度比２２.７％の増となってお

ります。平成２９年度の健診受診率と保健指導実施率の目標をそれぞれ６０％として計

上いたしております。２項保健事業費は前年度比９.９％の減となっております。現在、

介護保険課では訪問看護を行っている看護師１名分の報酬費を国保会計で計上しており

ましたが、介護保険課の方で計上することになりました。また、機能回復訓練事業も国



の補助金対象外となりましたので中止といたしております。１０款公債費につきまして

は、一時借入金の利子として前年度と同額を計上いたしております。１１款諸支出金１

項償還金及び還付加算金は、過年度療養給付費負担金返還金３千万円を含んでおります。

これは平成２７年度の決算額を参考に計上しております。１２款予備費につきましては、

前年度より４２.９％減、１,５００万円を計上いたしております。以上が当初予算の主

な内容でございます。なお、説明資料といたしまして平成２９年度長与町国民健康保険

特別会計予算に関する説明書を添付いたしましたので、ご参照願います。 

次に、議案第２０号、平成２９年度長与町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、 

予算書の１ページをお開きください。第１条において、平成２９年度長与町後期高齢者

医療特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ４億６,４８４万８千円といたしておりま

す。この予算規模は、前年度に比べて２,２７４万９千円の５.１％増となっております。

それでは、歳入からご説明をいたします。予算書の２ページをお開きください。１款後

期高齢者医療保険料は３億７,４４２万３千円を計上いたしております。前年度に比べ

５.１％の増となっております。２款使用料及び手数料は督促手数料でございます。３

款繰入金８,９６４万１千円は一般会計からの繰入金で、事務費繰入金として１,９０１

万１千円、保険基盤安定繰入金７,０６３万円を計上いたしております。４款繰越金は

存目計上でございます。５款諸収入は償還金及び還付加算金のほかは存目計上でござい

ます。次に、歳出についてご説明をいたします。予算書の３ページをお開き下さい。１

款総務費１項総務管理費３２７万３千円は一般事務に係る経費を計上しております。２

項徴収費２０４万９千円は徴収に係る経費を計上しております。２款１項後期高齢者医

療広域連合納付金４億５,７７７万６千円は、広域連合への保険料等の納付金でござい

ます。３款諸支出金１項償還金及び還付加算金は７４万９千円、２項繰出金は存目計上

でございます。４款予備費は１００万円を計上いたしております。以上が当初予算の主

な内容でございます。なお、説明資料といたしまして平成２９年度長与町後期高齢者医

療特別会計予算に関する説明書を添付いたしておりますので、ご参照願います。 

次に、議案第２１号、平成２９年度長与町介護保険特別会計予算につきまして、予算

書の１ページをお開きください。第１条第１項において、平成２９年度保険事業勘定の

総額を歳入歳出それぞれ３１億４,９８４万４千円、介護サービス事業勘定の総額を歳

入歳出それぞれ２,３７３万８千円といたしております。この予算規模は前年度と比べ

て、保険事業勘定が１億９,８１２万５千円の６.７％増、介護サービス事業勘定が１０

３万２千円の４.５％の増となっております。 

それでは、歳入歳出について、保険事業勘定からご説明をいたします。予算書の２ペ

ージをお開きください。保険事業勘定の歳入でございます。１款保険料では、第１号被

保険者の保険料７億５,０４３万１千円を計上いたしております。２款使用料及び手数

料は督促手数料でございます。３款国庫支出金１項国庫負担金は介護給付費負担金５億

４,８２８万４千円を、２項国庫補助金は調整交付金及び地域支援事業交付金１億２,１



１０万円を計上しております。４款支払基金交付金は第２号被保険者の保険料相当分で、

介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金８億４,７９１万円を計上いたしており

ます。５款県支出金１項県負担金は介護給付費負担金３億９,５２４万１千円を、２項

県補助金は地域支援事業交付金２,６２９万３千円を計上しております。６款財産収入

は存目計上でございます。７款繰入金１項一般会計繰入金は、介護給付費繰入金、地域

支援事業繰入金、その他一般会計繰入金及び低所得者に対する保険料軽減措置分の公費

負担分繰入金として低所得者保険料軽減繰入金を加え合計４億５,０５１万５千円を、

２項基金繰入金は存目計上としてそれぞれ計上しております。８款繰越金は１,０００

万円を計上いたしております。９款諸収入は、すべて存目計上でございます。 

次に、歳出でございますが、３ページをお開き下さい。１款総務費１項総務管理費は

１,００６万４千円を計上いたしております。２項徴収費は、介護保険料徴収嘱託員報

酬のほか、納付書郵便料、コンビニ収納手数料等を含め４４６万７千円を計上しており

ます。３項介護認定審査会費は認定審査会及び認定調査に係る経費３,４５０万１千円

を計上いたしております。４項趣旨普及費は５６万７千円を計上いたしております。５

項介護保険運営協議会費は、老人福祉計画・介護保険事業計画策定委託料を含め６１４

万円を計上いたしております。２款保険給付費１項介護サービス等諸費は、介護要支援

及び要介護の認定を受けた方が利用するサービス費を支払う経費として２９億３１５万

２千円を計上いたしております。３款地域支援事業費は、１項介護予防・生活支援サー

ビス事業費として１億７０９万３千円、２項一般介護予防事業費は１,８００万３千円、

３項包括的支援事業・任意事業費は５,４６４万５千円を、それぞれ計上いたしており

ます。４款基金積立金は存目計上でございます。５款公債費は５０万円を計上いたして

おります。６款諸支出金は保険料還付金等で７１万１千円を計上いたしております。７

款予備費は１,０００万円を計上いたしております。 

次に、介護サービス事業勘定について、ご説明いたします。４ページをお開きくださ

い。介護サービス事業勘定の歳入でございます。１款サービス収入１項介護予防給付費

収入は、地域包括支援センターが行う要支援１、要支援２の方のケアプラン作成及び総

合事業対象者の方の介護予防ケアマネジメント作成に係る収入として２,３７３万６千

円を計上いたしております。２款繰越金及び３款諸収入については存目計上でございま

す。次に、歳出でございますが５ページをお開き下さい。１款事業費１項指定介護予防

支援事業費は、ケアマネージャーの報酬、居宅事業者へのケアプラン作成委託料など、

２,１５４万５千円を計上いたしております。２項介護予防・日常生活支援総合事業費

は、介護予防ケアマネジメント作成委託料２１９万３千円を計上いたしております。 

以上が、当初予算の主な内容でございます。なお、説明資料といたしまして平成２９

年度長与町介護保険特別会計予算に関する説明書を添付いたしておりますので、ご参照

願います。 

続きまして、議案第２２号、平成２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業



特別会計予算につきまして、予算書の１ページをお開きください。平成２９年度の歳入

歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０億３,４２３万６千円で事業の推進を図りた

いと考えております。歳入歳出の主なものについて、ご説明いたします。 

２ページをお開きください。歳入の１款国庫支出金１項国庫補助金として高田南土地

区画整理事業費補助金２億５,４５０万円を計上いたしております。２款県支出金１項

県補助金ですが、高田南土地区画整理事業費補助金として５,０００万円を計上いたし

ております。３款繰入金１項一般会計繰入金は７億２,７７３万２千円を計上いたして

おります。４款繰越金１項繰越金は２００万円を計上いたしております。 

続きまして、歳出についてご説明いたします。３ページをお開きください。１款土木

費１項都市計画費は９億４,５２２万２千円を計上いたしております。事業内容としま

しては、高田南土地区画整理事業地区内において、主に南東部地区での工事の進捗を図

る予定となっております。２款公債費１項公債費につきましては、起債償還金８,７０

１万４千円を計上いたしております。３款予備費１項予備費は２００万円を計上いたし

ております。以上が、当初予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに説明書を

添付しておりますので、ご参照願います。 

続きまして、議案第２３号、平成２９年度長与町水道事業会計予算につきまして、予

算書の１ページをお開き願います。第２条の業務の予定量としまして、平成２９年度末

給水戸数を１万５,７７０戸、年間総給水量を３６９万３,８５８立方メートル、一日平

均給水量を１万１２０立方メートルと見込んでおります。また、主要な建設改良事業と

して１億９,０００万円を行う予定としております。 

第３条の収益的収入及び支出の収入では、第１款水道事業収益７億９,６８５万９千

円を見込んでおります。この主なものとしまして営業収益の７億１,３６９万１千円、

主に水道料金６億８,７６４万７千円でございます。営業外収益では８,３１５万８千円、

主なものは長期前受金戻入７,９０３万２千円でございます。支出では、第１款水道事

業費用７億４７９万７千円を予定しております。主なものとしまして営業費用の６億７,

５４８万２千円でございます。主な内訳としまして水道施設等の維持管理等に関する費

用として原水及び浄水費、また減価償却費として５億６,８９３万２千円などを計上し

ています。営業外費用では１,４４４万５千円を計上しており、主に企業債利息及び消

費税等に要する費用となっております。その他、特別損失、予備費を計上しております。 

第４条の資本的収入及び支出の収入では、第１款資本的収入１億８,８４３万円を見

込んでおります。これは、企業債の１億７千万円と高田地区高田南配水管布設工事に伴

う負担金及び分岐工事負担金の１,８４３万円を予定しております。支出では、第１款

資本的支出６億３,３５５万１千円を予定いたしております。この主なものは、三根・

本川内間導・配水管布設工事及び水道施設遠方監視システム更新工事などの建設改良費

５億１,８２１万１千円及び企業債償還金１億１,３３４万円でございます。なお、資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額４億４,５１２万１千円は、当年度分消費税



及び地方消費税資本的収支調整額３,５６８万１千円、当年度分損益勘定留保資金１億

３,３９６万２千円、減債積立金１億１,３３４万円及び建設改良積立金１億６,２１３

万８千円から補てんする予定でございます。 

２ページをお開き願います。第５条の企業債につきましては水道施設整備の事業費に

充てる目的で１億７,０００万円起債を予定しております。第６条の一時借入金につき

ましては借入限度額を３億円としております。第７条の予定支出の各項の経費の金額の

流用につきましては、営業費用と営業外費用及び特別損失間において予算の流用を可能

とすることをお願いするものでございます。第８条の議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費につきましては、職員給与費１億２,８８９万円及び交際費１０万

円を予定いたしております。第９条のたな卸資産購入限度額につきましては、７３９万

２千円を予定いたしております。 

以上が、当初予算の主な内容でございます。なお、議案の後に平成２９年度長与町水

道事業会計予算に関する説明書を添付いたしておりので、ご参照願います。 

続きまして、議案第２４号、平成２９年度長与町下水道事業会計予算につきまして、

予算書の１ページをお開き願います。第２条の業務の予定量としまして、年度末排水戸

数を１万５,７４０戸、年間総排水量を４２４万５,８６７立方メートル、一日平均排水

量を１万１,６３３立方メートルと見込んでおります。また、建設改良事業として４億

８１１万円を予定し、国庫補助対象事業として２億６,６３９万１千円を行う予定とし

ております。 

第３条の収益的収入及び支出の収入では、第１款下水道事業収益として１０億４,４

７０万３千円を見込んでおります。この主なものとしまして営業収益の６億７,２０３

万１千円、主に下水道使用料６億６,９０４万３千円でございます。営業外収益では３

億７,２６７万１千円、主なものは一般会計負担金１億４,８００万円及び長期前受金戻

入２億２,３７２万円でございます。支出では第１款下水道事業費用１０億２,５９０万

５千円を予定しております。主なものとしまして営業費用の９億２,１３２万６千円で

ございます。営業費用の主な内訳としまして、下水道施設の維持管理等に関する費用と

して、管渠費、処理場費、また減価償却費として４億４,５９６万４千円などを計上し

ています。営業外費用では９,６２７万９千円を計上しており、主に企業債利息及び消

費税等に要する費用となっております。その他、特別損失、予備費を計上しております。 

第４条の資本的収入及び支出の収入では、第１款資本的収入３億３,６１８万２千円

を見込んでおります。内訳としましては、建設改良費への充当分として企業債１億９,

２５２万１千円、国庫補助金１億４,２６９万８千円、また受益者負担金の９６万３千

円を見込んでおります。支出では第１款資本的支出６億３,５６９万８千円を予定して

おります。内訳といたしまして、建設改良費４億１,０２７万円、企業債償還金２億２,

４４２万８千円、その他予備費の１００万円でございます。主な建設改良事業といたし

まして、長与浄化センターの長寿命化計画及び耐震対策にかかる事業やストックマネジ



メント計画策定業務、また、汚水管渠等の下水処理施設にかかる管渠の改築、更新事業

を行う予定といたしております。以上により、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額２億９,９５１万６千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,

８５２万４千円、過年度分損益勘定留保資金５,６５６万４千円及び減債積立金２億２,

４４２万８千円で補てんする予定といたしております。 

第５条の債務負担行為につきましては、水洗便所改造資金に対する利子補給補助金と

して、住民が借り入れた資金に対して平成３０年度から平成３４年度までの期間に金融

機関へ支払う利息相当額を限度額とし、債務の負担を行う予定としております。上記事

業に伴い、借入資金に対する債務不履行時の損失補償として、借入金の償還期限到来後

３か月を経過した日から履行の日までの期間につき、元金及び遅延利息の合計額を限度

額とし債務の負担を行う予定としております。また、平成２９年度から平成３０年度ま

での期間に行われます長与浄化センター改築工事の委託料につき、平成３０年度施工分

４億２,０００万円を限度額として債務の負担を行う予定としております。２ページを

お開き願います。第６条、企業債の発行につきましては、建設改良費に伴う企業債とし

て１億９,２５２万１千円を証書発行により、年利率５％以内で借入を行う予定といた

しました。第７条の一時借入金につきましては、借入限度額を３億円としております。

第８条の予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、営業費用、営業外費用及

び特別損失間において予算の流用を可能とすることをお願いするものです。第９条の議

会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費７,１

４５万１千円及び交際費１０万円を予定しています。以上が、当初予算の主な内容でご

ざいます。なお、議案のあとに長与町下水道事業会計予算に関する説明書を添付いたし

ております。ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

次に、日程第３０、議案第２５号、人権擁護委員の推薦について、日程第３１、議案

第２６号、人権擁護委員の推薦についてを一括議題といたします。ただいま一括議題と

しております議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、議案第２５号及び第２６号の提案理由をご説明をいたします。はじめに議

案第２５号、人権擁護委員の推薦につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。平

成２６年７月１日から現在にいたるまでの１期、人権擁護委員としてご尽力を賜りまし

た芳田眞一氏の任期が、本年の６月末日をもって満了となります。今回、芳田氏を再度、

法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を

求めるものでございます。芳田氏は、平成２２年３月に町立長与南小学校長を最後に退

職されるまで教育現場で学校教育に尽力され、また、平成２６年１２月からは長崎大学

非常勤講師として、県内の小中学校において科学の実験や講義を実施し、子ども達の学



習意欲の向上を図るなど、教育の振興に尽力されている方です。その他住所等につきま

してはお手元の議案書に記載のとおりでございます。 

続きまして、議案第２６号人権擁護委員の推薦につきまして、提案理由のご説明を申

し上げます。今回、新たに木島和美氏を法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第

６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。木島氏は、昭和５３

年より長与町職員として勤務され、福祉関係の窓口やＤＶ対応などの相談業務を担当し、

住民福祉の向上に尽力されました。また、退職後の平成２８年４月より、福祉課の再任

用短時間職員として、知識経験を活かした相談業務などを担当しております。その他住

所等につきましてはお手元の議案書に記載のとおりです。人格識見が高く、広く社会の

実情に通じ、人権擁護について深いご理解のある方々と確信しておりますので、よろし

くご推薦くださいますようお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

これにて本日の日程は終了いたします。 

本日はこれで散会いたします。お疲れ様でした。なお、１３時より全員協議会を会議

室で行いますので、議員の皆様方はお集まりください。 

（散会 １１時３４分） 

 


